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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベータ機器を引き上げながら水平方向についての前記エレベータ機器の位置を変化
させるエレベータ機器揚重装置であって、
　機械室の床に立てられる支持装置と、
　前記支持装置に支持される梁部材と、
　それぞれが前記梁部材と前記エレベータ機器とを連結する複数のチェーンブロックと
　を備え、
　前記梁部材は、複数のＨ鋼部材を有し、
　それぞれの前記Ｈ鋼部材は、Ｈ鋼部材本体と、前記Ｈ鋼部材本体に設けられた複数のリ
ブ部とを含み、
　それぞれの前記リブ部には、前記チェーンブロックの上部フックが挿入される取付孔が
形成されており、
　それぞれの前記チェーンブロックが鉛直線に対して傾斜する方向であって互いに異なる
方向に前記エレベータ機器を引き合うことによって、前記エレベータ機器を引き上げなが
ら水平方向についての前記エレベータ機器の位置を変化させることを特徴とするエレベー
タ機器揚重装置。
【請求項２】
　前記支持装置は、高さ方向について伸縮可能となっていることを特徴とする請求項１に
記載のエレベータ機器揚重装置。
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【請求項３】
　前記支持装置は、前記エレベータ機器が設置される機械室の天井に前記梁部材が接触す
るように前記梁部材を支持することを特徴とする請求項１または請求項２に記載のエレベ
ータ機器揚重装置。
【請求項４】
　前記支持装置は、それぞれが前記梁部材に接続される複数の支持部材と、隣り合う前記
支持部材における前記梁部材に接続される部分よりも下方に位置する部分のそれぞれに接
続される連結部材とを有していることを特徴とする請求項１ないし請求項３の何れか１項
に記載のエレベータ機器揚重装置。
【請求項５】
　エレベータ機器を引き上げながら水平方向についての前記エレベータ機器の位置を変化
させるエレベータ機器揚重方法であって、
　複数のチェーンブロックのそれぞれが、機械室の床に立てられた支持装置に支持された
梁部材と前記エレベータ機器とを連結するチェーンブロック取付工程と、
　それぞれの前記チェーンブロックが鉛直線に対して傾斜する方向であって互いに異なる
方向に前記エレベータ機器を引き合うことによって、前記エレベータ機器を引き上げなが
ら水平方向についての前記エレベータ機器の位置を変化させるエレベータ機器引上工程と
　を備え、
　前記梁部材は、複数のＨ鋼部材を有し、
　それぞれの前記Ｈ鋼部材は、Ｈ鋼部材本体と、前記Ｈ鋼部材本体に設けられた複数のリ
ブ部とを含み、
　それぞれの前記リブ部には、前記チェーンブロックの上部フックが挿入される取付孔が
形成されており、
　前記チェーンブロック取付工程では、複数の前記リブ部の中から選択した前記リブ部の
前記取付孔に前記上部フックを挿入することを特徴とするエレベータ機器揚重方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、エレベータ機器を引き上げるエレベータ機器揚重装置およびエレベータ機
器揚重方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、支持装置と、支持装置に支持され、水平方向に延びたトロリ梁と、トロリ梁に支
持され、トロリ梁に沿って移動するトロリと、トロリに取り付けられたチェーンブロック
とを備え、チェーンブロックは、エレベータ巻上機などのエレベータ機器に連結される引
上げ用チェーンを有したエレベータ機器揚重装置が知られている。チェーンブロックによ
りエレベータ機器が引き上げられた状態でトロリを移動させることによって、トロリ梁の
長手方向についてのエレベータ機器の位置を変化させて、エレベータ機器を設置台に設置
する（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－１５７２３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、エレベータ機器が設置される機械室の床から天井までの長さが、設置台
の高さ方向の長さと、チェーンブロックの高さ方向の長さと、トロリの高さ方向の長さと
、トロリ梁の高さ方向の長さとを足した長さよりも短い場合には、チェーンブロックがエ
レベータ機器を引き上げることができず、エレベータ機器を設置台に設置することができ
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ないという問題点があった。
【０００５】
　この発明は、エレベータ機器をより確実に引き上げることができるエレベータ機器揚重
装置およびエレベータ機器揚重方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係るエレベータ機器揚重装置は、エレベータ機器を引き上げながら水平方向
についての前記エレベータ機器の位置を変化させるエレベータ機器揚重装置であって、機
械室の床に立てられる支持装置と、前記支持装置に支持される梁部材と、それぞれが前記
梁部材と前記エレベータ機器とを連結する複数のチェーンブロックとを備え、前記梁部材
は、複数のＨ鋼部材を有し、それぞれの前記Ｈ鋼部材は、Ｈ鋼部材本体と、前記Ｈ鋼部材
本体に設けられた複数のリブ部とを含み、それぞれの前記リブ部には、前記チェーンブロ
ックの上部フックが挿入される取付孔が形成されており、それぞれの前記チェーンブロッ
クが鉛直線に対して傾斜する方向であって互いに異なる方向に前記エレベータ機器を引き
合うことによって、前記エレベータ機器を引き上げながら水平方向についての前記エレベ
ータ機器の位置を変化させる。
【０００７】
　この発明に係るエレベータ機器揚重方法は、エレベータ機器を引き上げながら水平方向
についての前記エレベータ機器の位置を変化させるエレベータ機器揚重方法であって、複
数のチェーンブロックのそれぞれが、機械室の床に立てられた支持装置に支持された梁部
材と前記エレベータ機器とを連結するチェーンブロック取付工程と、それぞれの前記チェ
ーンブロックが鉛直線に対して傾斜する方向であって互いに異なる方向に前記エレベータ
機器を引き合うことによって、前記エレベータ機器を引き上げながら水平方向についての
前記エレベータ機器の位置を変化させるエレベータ機器引上工程とを備え、前記梁部材は
、複数のＨ鋼部材を有し、それぞれの前記Ｈ鋼部材は、Ｈ鋼部材本体と、前記Ｈ鋼部材本
体に設けられた複数のリブ部とを含み、それぞれの前記リブ部には、前記チェーンブロッ
クの上部フックが挿入される取付孔が形成されており、前記チェーンブロック取付工程で
は、複数の前記リブ部の中から選択した前記リブ部の前記取付孔に前記上部フックを挿入
する。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明に係るエレベータ機器揚重装置によれば、支持装置と、支持装置に支持される
梁部材と、それぞれが梁部材とエレベータ機器とを連結する複数のチェーンブロックとを
備え、それぞれのチェーンブロックが鉛直線に対して傾斜する方向であって互いに異なる
方向にエレベータ機器を引き合うことによって、エレベータ機器を引き上げながら水平方
向についてのエレベータ機器の位置を変化させるので、エレベータ機器揚重装置の高さ方
向の長さを短くすることができる。その結果、エレベータ機器が設置される機械室の床か
ら天井までの長さが短い場合であっても、エレベータ機器をより確実に引き上げることが
できる。
【０００９】
　この発明に係るエレベータ機器揚重方法によれば、複数のチェーンブロックのそれぞれ
が、支持装置に支持された梁部材とエレベータ機器とを連結するチェーンブロック取付工
程と、それぞれのチェーンブロックが鉛直線に対して傾斜する方向であって互いに異なる
方向にエレベータ機器を引き合うことによって、エレベータ機器を引き上げながら水平方
向についてのエレベータ機器の位置を変化させるエレベータ機器引上工程とを備えている
ので、エレベータ機器を引き上げるために必要な空間の高さ方向の長さを短くすることが
できる。その結果、エレベータ機器が設置される機械室の床から天井までの長さが短い場
合であっても、エレベータ機器をより確実に引き上げることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１】この発明の実施の形態１に係るエレベータ機器揚重装置を示す正面図である。
【図２】図１のエレベータ機器揚重装置を示す平面図である。
【図３】図１の第１のＨ鋼部材を示す正面図である。
【図４】図３の第１のＨ鋼部材を示す側面図である。
【図５】図３の第１のＨ鋼部材を示す下面図である。
【図６】図１の第２のＨ鋼部材を示す正面図である。
【図７】図６の第２のＨ鋼部材を示す側面図である。
【図８】図６の第２のＨ鋼部材を示す下面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１に係るエレベータ機器揚重装置を示す正面図、図２は図
１のエレベータ機器揚重装置を示す平面図である。図において、エレベータ機器揚重装置
は、昇降路（図示せず）よりも上方に形成された機械室１００に設置される。エレベータ
機器揚重装置は、支持装置１と、支持装置１に支持される梁部材２と、支持装置１と梁部
材２とを締結するボルト３と、それぞれが梁部材２とエレベータ巻上機（エレベータ機器
）４とを連結する３個のチェーンブロック５とを備えている。
【００１２】
　支持装置１は、それぞれが梁部材２に接続され機械室１００の床１０１に立てられる４
本の支持部材１１と、隣り合う支持部材１１のそれぞれに接続される４本の単管パイプ（
連結部材）１２とを有している。梁部材２は、支持部材１１の上端部に接続されている。
各支持部材１１は、高さ方向について伸縮可能となっている。これにより、梁部材２は、
高さ方向についての位置が変化可能となる。単管パイプ１２は、隣り合う支持部材１１に
おける梁部材２に接続される部分よりも下方に位置する部分、つまり、支持部材１１の下
端部のそれぞれに接続されている。これにより、それぞれの支持部材１１の下端部が互い
に離れる方向に変形することを防止して、支持装置１全体の強度を向上させることができ
る。
【００１３】
　梁部材２は、アルミニウムから構成されている。梁部材２は、一対の第１のＨ鋼部材２
１と、一対の第２のＨ鋼部材２２と、第１のＨ鋼部材２１と第２のＨ鋼部材２２とを締結
するボルト２３とを有している。一対の第１のＨ鋼部材２１は、互いに平行に配置されて
いる。一対の第２のＨ鋼部材２２のうちの一方は、一対の第１のＨ鋼部材２１の一端部の
それぞれに接続されている。一対の第２のＨ鋼部材２２のうちの他方は、一対の第１のＨ
鋼部材２１の他端部のそれぞれに接続されている。一対の第２のＨ鋼部材２２は、互いに
平行に配置されている。つまり、一対の第１のＨ鋼部材２１および一対の第２のＨ鋼部材
２２は、上方から視た場合に、四角形の各辺を形成するように配置されている。これによ
り、梁部材２全体の強度を向上させることができる。
【００１４】
　図３は図１の第１のＨ鋼部材２１を示す正面図、図４は図３の第１のＨ鋼部材２１を示
す側面図、図５は図３の第１のＨ鋼部材２１を示す下面図である。図において、第１のＨ
鋼部材２１は、断面がＨ形状に形成されたＨ鋼部材本体２１１と、Ｈ鋼部材本体２１１に
設けられた３個のリブ部２１２とを有している。
【００１５】
　Ｈ鋼部材本体２１１は、上板部２１３と、下板部２１４と、上板部２１３と下板部２１
４と繋ぐ縦板部２１５とを有している。Ｈ鋼部材本体２１１の長手方向両端部の下板部２
１４には、ボルト２３（図１）が挿入される貫通孔２１４１が形成されている。
【００１６】
　３個のリブ部２１２は、Ｈ鋼部材本体２１１の長手方向に等間隔に配置されている。各
リブ部２１２は、上板部２１３と下板部２１４とを連結している。これにより、第１のＨ
鋼部材２１の強度を向上させることができる。各リブ部２１２には、チェーンブロック５
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（図１）の上部フック（図示せず）が挿入される取付孔２１２１が形成されている。
【００１７】
　図６は図１の第２のＨ鋼部材２２を示す正面図、図７は図６の第２のＨ鋼部材２２を示
す側面図、図８は図６の第２のＨ鋼部材２２を示す下面図である。図において、第２のＨ
鋼部材２２は、Ｈ鋼部材本体２２１と、Ｈ鋼部材本体２２１に設けられた３個のリブ部２
２２と、Ｈ鋼部材本体２２１の上方に設けられた一対の上板部材２２３と、Ｈ鋼部材本体
２２１の下方に設けられた一対の下板部材２２４とを有している。
【００１８】
　Ｈ鋼部材本体２２１は、Ｈ鋼部材本体２１１同様に、上板部２２５と、下板部２２６と
、上板部２２５と下板部２２６とを繋ぐ縦板部２２７とを有している。
【００１９】
　３個のリブ部２２２は、Ｈ鋼部材本体２２１の長手方向に等間隔に配置されている。各
リブ部２２２は、上板部２２５と下板部２２６とを連結している。これにより、第２のＨ
鋼部材２２の強度を向上させることができる。各リブ部２２２には、チェーンブロック５
（図１）の上部フック（図示せず）が取り付けられる取付孔２２２１が形成されている。
【００２０】
　上板部材２２３は、Ｈ鋼部材本体２２１の長手方向両端部の上板部２２５の上面に溶接
によって固定されている。上板部材２２３は、機械室１００の天井１０２（図１）に接触
する。下板部材２２４は、Ｈ鋼部材本体２２１の長手方向両端部の下板部２２６の下面に
溶接によって固定されている。下板部材２２４には、ボルト２３（図１）が挿入される貫
通孔２２４１が形成されている。貫通孔２１４１（図５）および貫通孔２２４１は、互い
に重なり合うように配置されている。
また、下板部材２２４には、ボルト３（図１）が挿入される貫通孔２２４２が形成されて
いる。下板部２２６には、ボルト３（図１）が挿入される貫通孔２２６１が形成されてい
る。貫通孔２２４２および貫通孔２２６１は、互いに重なり合うように配置されている。
【００２１】
　図１および図２に示すように、各チェーンブロック５は、チェーンブロック本体５１と
、エレベータ巻上機４に取り付けられる下部フック（図示せず）を介してエレベータ巻上
機４に連結される引上チェーン５２とを有している。それぞれのチェーンブロック５は、
鉛直線に対して傾斜する方向であって互いに異なる方向にエレベータ巻上機４を引き合う
ように配置されている。つまり、それぞれのチェーンブロック５は、エレベータ巻上機４
を喧嘩吊りするように配置されている。それぞれのチェーンブロック５がエレベータ巻上
機４を引き合うことによって、エレベータ巻上機４が引き上げられるとともに、水平方向
についてのエレベータ巻上機４の位置が変化する。
【００２２】
　次に、エレベータ機器揚重装置を用いて、エレベータ巻上機４を既設の巻上機台（設置
台）へ設置する作業について説明する。まず、機械室１００の床１０１に支持装置１を設
置する（支持装置設置工程）。その後、支持装置１に梁部材２を取り付ける（梁部材設置
工程）。
【００２３】
　その後、支持装置１を高さ方向に伸張させて、梁部材２を機械室１００の天井１０２に
接触させる。これにより、エレベータ機器揚重装置のねじれが抑制され、エレベータ機器
揚重装置の強度を向上させることができる。
【００２４】
　その後、３個のチェーンブロック５を用いて梁部材２とエレベータ巻上機４とを連結す
る（チェーンブロック取付工程）。このとき、６個のリブ部２１２および６個のリブ部２
２２の中から３個を選択してチェーンブロック５を梁部材２に取り付ける。
【００２５】
　その後、それぞれのチェーンブロック５が鉛直線に対して傾斜する方向であって互いに
異なる方向にエレベータ巻上機４を引き合うことによって、エレベータ巻上機４を引き上
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げながら水平方向についてのエレベータ巻上機４の位置を変化させる（エレベータ機器引
上工程）。
【００２６】
　エレベータ巻上機４が巻上機台に達すると、エレベータ巻上機４からチェーンブロック
５を切り離す。以上により、エレベータ巻上機４を巻上機台へ設置する作業が終了する。
【００２７】
　以上説明したように、この発明の実施の形態１に係るエレベータ機器揚重装置によれば
、支持装置１と、支持装置１に支持される梁部材２と、それぞれが梁部材２とエレベータ
巻上機４とを連結する複数のチェーンブロック５とを備え、それぞれのチェーンブロック
５が鉛直線に対して傾斜する方向であって互いに異なる方向にエレベータ巻上機４を引き
合うことによって、エレベータ巻上機４を引き上げながら水平方向についてのエレベータ
巻上機４の位置を変化させるので、エレベータ機器揚重装置の高さ方向の長さを短くする
ことができる。その結果、エレベータ巻上機４が設置される機械室１００の床１０１から
天井１０２までの長さが短い場合であっても、エレベータ巻上機４をより確実に引き上げ
ることができる。また、機械室１００の構造が柔構造である場合、機械室１００の壁が木
毛板である場合、または、機械室１００の壁にアスベストが付着している場合など、機械
室１００の壁にアンカー打設を行うことができない場合に、エレベータ巻上機４を引き上
げて、エレベータ巻上機４を巻上機台に設置することができる。また、３個のチェーンブ
ロック５が梁部材２とエレベータ巻上機４とに連結されるので、エレベータ巻上機４を引
き上げている状態で、３個のチェーンブロック５のうちの１つの位置を容易に変化させる
ことができ、これにより、エレベータ巻上機４の水平方向の位置を容易に変化させること
ができる。
【００２８】
　また、支持装置１は、高さ方向について伸縮可能となっているので、機械室１００の床
１０１から天井１０２までの長さに対応して、梁部材２の高さ位置を変化させることがで
きる。
【００２９】
　また、支持装置１は、エレベータ巻上機４が設置される機械室１００の天井１０２に梁
部材２が接触するように梁部材２を支持するので、エレベータ機器揚重装置のねじれが抑
制され、エレベータ機器揚重装置の強度を向上させることができる。
【００３０】
　支持装置１は、それぞれが梁部材２に接続される４本の支持部材１１と、隣り合う支持
部材１１における梁部材２に接続される部分よりも下方に位置する部分のそれぞれに接続
される４本の単管パイプ１２とを有しているので、支持装置１の強度を向上させることが
できる。また、単管パイプ１２に足場を組み上げて、木毛セメント板などの天井１０２の
補修する際に利用することができる。また、エレベータ巻上機４を囲むように単管パイプ
１２を配置することにより、複数のエレベータが隣り合う場合に、隣り合う号機のエレベ
ータとの間の間仕切りとして利用することができる。
【００３１】
　また、この発明の実施の形態１に係るエレベータ機器揚重方法によれば、複数のチェー
ンブロック５のそれぞれが、支持装置１に支持された梁部材２とエレベータ巻上機４とを
連結するチェーンブロック取付工程と、それぞれのチェーンブロック５が鉛直線に対して
傾斜する方向であって互いに異なる方向にエレベータ巻上機４を引き合うことによって、
エレベータ巻上機４を引き上げながら水平方向についてのエレベータ巻上機４の位置を変
化させるエレベータ機器引上工程とを備えているので、エレベータ巻上機４を引き上げる
ために必要な空間の高さ方向の長さを短くすることができる。その結果、エレベータ巻上
機４が設置される機械室１００の床１０１から天井１０２までの長さが短い場合であって
も、エレベータ巻上機４をより確実に引き上げることができる。
【００３２】
　なお、上記実施の形態１では、エレベータ機器として、エレベータ巻上機４を例に説明
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したが、これに限らず、その他のエレベータ機器であってもよい。
【００３３】
　また、上記実施の形態１では、３個のチェーンブロック５のそれぞれが梁部材２とエレ
ベータ巻上機４とを連結する構成について説明したが、これに限らず、２個のチェーンブ
ロック５または４個以上のチェーンブロック５のそれぞれが梁部材２とエレベータ巻上機
４とを連結する構成であってもよい。
【００３４】
　また、上記実施の形態１では、上方から視た場合に四角形の各辺を形成するように構成
された梁部材２について説明したが、これに限らず、その他の多角形の各辺を形成するよ
うに構成された梁部材２であればよい。
【符号の説明】
【００３５】
　１　支持装置、２　梁部材、３　ボルト、４　エレベータ巻上機（エレベータ機器）、
５　チェーンブロック、１１　支持部材、１２　単管パイプ（連結部材）、２１　第１の
Ｈ鋼部材、２２　第２のＨ鋼部材、２３　ボルト、５１　チェーンブロック本体、５２　
引上チェーン、１００　機械室、１０１　床、１０２　天井、２１１　Ｈ鋼部材本体、２
１２　リブ部、２１３　上板部、２１４　下板部、２１５　縦板部、２２１　Ｈ鋼部材本
体、２２２　リブ部、２２３　上板部材、２２４　下板部材、２２５　上板部、２２６　
下板部、２２７　縦板部、２１２１　取付孔、２１４１　貫通孔、２２２１　取付孔、２
２４１　貫通孔、２２４２　貫通孔、２２６１　貫通孔。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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